
）

１　現在、指定基準条例第182条第2項（賃金及び工賃）を満たすことができていない理由と具体的改善策
（詳細かつ具体的に記載すること）

２　現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

(注)目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

５　現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

６　現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

※「現在」はいずれも、就労支援事業活動収支状況確認票の今期実績のものを記載すること。

別紙様式２－１

16,393,288円18,275,393円

事業所の設置主体 社会福祉法人　・　民間企業　・　NPO法人　・　その他 設立年月日

改善計画期間

清掃（ｻﾋﾟｯｸｽ、ﾏﾙﾅｶ高屋店、ｻﾝｸﾄ診療所、大元駅、
林原、烏城公園）、事業所内作業

（※）事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性
（どのような資格、経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

現在の収入額 改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額

平成26年6月1日

【指定就労継続支援Ａ型事業所　経営改善計画書】

代表者氏名事業所名称

定員

（積算根拠）
令和５年４月～令和６年３月実績

（積算根拠）
賃金総額　月平均1,287,040×12カ月＝15,444,480円

（主な費目）
清掃、内職作業、リサイクル品の販売、事務代行作業

（積算根拠）
清掃、リサイクル品買取販売、レンタカー事業

29,719,540円 15,444,480円

現在の支払い総賃金額 改善計画期間後の支払い総賃金額

現在の経費 改善計画期間を通じて見込まれる経費

2,266,480円 898,723円

（主な費目）
清掃道具、洗剤、手芸品材料、ガソリン代、作業場家賃、法定
福利費

（積算根拠）経営改善計画書の積算根拠に記載
清掃道具、洗剤、手芸品材料、ガソリン代、作業場家賃、法定福
利費

現在の「収入－経費」 改善計画期間後の「収入－経費」

16,008,914円 15,494,565円

仕事の新規開拓
契約企業と賃上げ交渉など行う。
新規事業の展開（パソコン・電化製品のリサイクル販売事
業、レンタカー事業）

職員数 利用者数 知的20 12

　令和６年４月１日　～　令和７年３月３１日（１年間）

３　現在の生産活動に係る事業の収入額及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）

４　現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する必要経費の見込額（1年間の経費を記載）

現在の事業内容 改善計画期間を通じて実施する事業内容

(未達成理由)
事業所内作業の収入が低い。
効率の良い仕事の選別が出来ていなかった。
事業開始当初より契約していた企業との契約が終了した。他の
清掃作業を交渉し単発でとることはできたが、カバーすること
ができなかった。

(具体的改善策)
前年度までの入札金額をあげ落札できた。
県内の最低賃金引き上げを見越し、収益事業を開拓し、また収益にみあう利用者の技
術・能力の向上を図る。
また利用者の知識・能力の向上を図るため、外部機関と連携した取り組みを行う。
事業所独自の新規事業の展開

フィールド 代表理事　金子　伸也

1

岡山県岡山市北区大元2丁目4-17Macoビル1F

連絡先 FAX番号 086-250-5402

（うち身体  0 8

事業所所在地

3精神 その他

電話番号 086-250-5401



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
就労支援事業収益　　　　　① 1,251,774 1,301,774 1,331,774 1,504,774 1,251,774 1,251,774 1,504,774 1,301,774 1,331,774 1,604,774 1,251,774 1,504,774 16,393,288

就労支援事業活動収益計②（=①）1,251,774 1,301,774 1,331,774 1,504,774 1,251,774 1,251,774 1,504,774 1,301,774 1,331,774 1,604,774 1,251,774 1,504,774 16,393,288

就労支援事業販売原価③（=④＋⑤+⑥－⑦） 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 174,000

期首製品（商品）棚卸高④ 0

当期就労支援事業製造原価⑤ 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 174,000

当期就労支援事業仕入高⑥ 0

期末製品（商品）棚卸高⑦ 0

就労支援事業販管費⑧ 59,658 60,357 59,658 60,357 60,357 59,658 61,219 60,483 61,219 61,219 59,010 61,528 724,723

就労支援事業活動費用計⑨（=③＋⑧） 74,158 74,857 74,158 74,857 74,857 74,158 75,719 74,983 75,719 75,719 73,510 76,028 898,723

就労支援事業活動増減差額⑩（＝②－⑨）1,177,616 1,226,917 1,257,616 1,429,917 1,176,917 1,177,616 1,429,055 1,226,791 1,256,055 1,529,055 1,178,264 1,428,746 15,494,565

1,230,240 1,286,160 1,230,240 1,286,160 1,286,160 1,230,240 1,355,160 1,296,240 1,355,160 1,355,160 1,178,400 1,355,160 15,444,480

利用者への支払い賃金は費用に含めず、支払い賃金総額⑪へ記載すること。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
就労支援事業収益　　　　　① 1,755,553 1,128,181 2,180,457 1,110,901 2,374,004 1,534,739 1,876,343 1,334,519 1,230,150 1,371,067 1,196,483 1,182,996 18,275,393

就労支援事業活動収益計②（=①）1,755,553 1,128,181 2,180,457 1,110,901 2,374,004 1,534,739 1,876,343 1,334,519 1,230,150 1,371,067 1,196,483 1,182,996 18,275,393

就労支援事業販売原価③（=④＋⑤+⑥－⑦） 29,020 46,783 32,303 28,875 38,090 68,224 65,718 60,203 59,385 47,959 48,700 39,027 564,285

期首製品（商品）棚卸高④ 0

当期就労支援事業製造原価⑤ 29,020 46,783 32,303 28,875 38,090 68,224 65,718 60,203 59,385 47,959 48,700 39,027 564,285

当期就労支援事業仕入高⑥ 0

期末製品（商品）棚卸高⑦ 0

就労支援事業販管費⑧ 143,387 143,985 140,232 140,880 139,729 139,404 143,230 141,574 142,209 142,016 138,994 146,555 1,702,195

就労支援事業活動費用計⑨（=③＋⑧）172,407 190,768 172,535 169,755 177,819 207,628 208,948 201,777 201,594 189,975 187,694 185,582 2,266,480

就労支援事業活動増減差額⑩（＝②－⑨）1,583,146 937,413 2,007,923 941,146 2,196,186 1,327,111 1,667,396 1,132,743 1,028,556 1,181,093 1,008,789 997,414 16,008,914

2,607,762 2,654,522 2,354,622 2,406,804 2,314,036 2,276,349 2,587,213 2,457,432 2,509,410 2,493,780 2,251,358 2,806,252 29,719,540

着色セルは自動計算されます。また、金額には３桁ごとにカンマが入り、マイナスの場合は先頭▲が付くよう設定しています。

収
益

費
用

支払い賃金総額⑪

令和６年～７年
収
益

費
用

支払い賃金総額⑪

（前年度実績）
令和５年～６年

（計画期間中の見込額）

収入の増加 継続可能な仕事の開拓 令和6年4月1日～令和7年3月31日 商談会への参加、県内の最低賃金引き上げを見越し、収益事業の展開

経営的視点 事業所の意識改革 令和6年4月1日～令和7年3月31日 専門的知識をもつ公的機関などと連携し、経営的視点をつける。

意識向上 利用者意識の向上 令和6年4月1日～令和7年3月31日
ハローワーク、就業・生活支援センター等と連携し、一般就労への利用者の意欲・意識
の向上に努める。収益にみあう利用者の技術・能力の向上を図る。

（注）経営改善を行う項目(例：営業体制の強化、経費削減、販路拡大等）を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と
具体的な改善策をそれぞれ記載する。適宜欄は追加する。

別紙様式２－２

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目 課題 実施期間 具体的な改善策


